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③ 公的年⾦等の仕組みはどうなってますか︖
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第1号被保険者 自営業、学生等
第2号被保険者 会社員
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者

第1号厚生年⾦被保険者 従前の厚生年⾦被保険者
第2号厚生年⾦被保険者 旧国家公務員共済組合の組合員

第3号厚生年⾦被保険者 旧地方公務員等共済組合の組合員

第4号厚生年⾦被保険者 旧私⽴学校教職員共済の加入者

国民年金の被保険者

厚生年金の被保険者
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国⺠年⾦の保険料(原則︓20歳以上60歳未満）

令和4年度の国⺠年⾦の保険料 16,590円(1か月当たり)

令和5年度の国⺠年⾦の保険料 16,520円(1か月当たり)

＊ 一部免除により納付あり
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国⺠年⾦の保険料(原則︓20歳以上60歳未満）

免除

＊( )は国庫負担が1/3の場合（平成21年3月まで納付分）

・学生の納付特例制度、納付猶予制度（50歳未満） 一定要件あり
・10年以内の追納あり

保険料免除割合 保険料納付済月数︓国庫負担1/2

(免除した月に対応する年⾦額）

４分の１ 保険料免除⽉数×7/8（5/6）

２分の１ 保険料免除⽉数×3/4（2/3）

４分の３ 保険料免除⽉数×5/8（1/2）

全額 保険料免除⽉数×1/2（1/3）



©2022 Sato Masaaki All Rights Reserved.6

厚生年⾦の保険料

月額 標準報酬月額×18.3％ （労使折半 9.15％）

賞与
標準賞与額×18.3％ （労使折半 9.15%）
＜標準賞与額＞

標準賞与額は、150万円が上限
支払毎に1,000円未満を切り捨てた賞与額
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公的年⾦の受給資格要件

１０年以上（下記①〜③の合計期間）

＊ 平成29年7月までは25年

① 保険料の納付済期間(第２号及び第３号被保険者期間も含む)
② 保険料の免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間
③ 合算対象となる期間(通称︓カラ期間)

＜カラ期間の例＞
厚生年⾦、共済組合等の加入者の配偶者で国⺠年⾦に任意加入しなかった期間

（昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間）
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厚生年⾦の保険料
◆厚生年⾦の適⽤対象となる被保険者

・下記①、②いずれもが、通常の就労者(正社員)の４分の３以上ある人が対象
①１週間の所定労働時間
②１ヶ月の所定労働日数

＜パートタイマーの労働者の社会保険の加入（平成28年10月1日以降）＞
＊厚生年⾦の被保険者数が501人以上（令和4年10月から101人以上、令和6年10月から51人

以上）の特定適⽤事業所に勤務するの場合

a．週20時間以上
b．月給88,000円(年収1,056,000円)以上（割増賃⾦や通勤⼿当等は含めず）
c．勤務期間は1年以上⾒込み
d．学生は適⽤除外



©2022 Sato Masaaki All Rights Reserved. 

被保険者の適用拡大の見直し
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公的年⾦の受給開始時期

＜原則＞

＊ただし現在６0歳から75歳(令和4年3月までは70歳)の間で受給選択できる

国⺠年⾦ 原則６５歳

厚生年⾦ 原則６５歳
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令和5年4⽉施⾏
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厚生年⾦加入者の受給開始年齢表
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国⺠年⾦の額
（１）年⾦額

満額

⽼齢基礎年⾦額の計算式 ︓ 777,800円×（保険料納付済月数÷480月）
※ただし未納、免除（全額・一部）、学生納付特例、納付猶予の期間は減額対象期間になる

780,900円 （令和3年度価格）

777,800円 （令和4年度価格）0.4％引下げ
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国⺠年⾦の額

（２）⽼齢基礎年⾦の計算式

⽼齢基礎年⾦＝777,800円× 納付⽉数 � � � �

加⼊可能年数 × ��
+ 付加年⾦

A（国庫負担が1/3の期間︓平成21年3月以前）

＝全額免除月数×
�

	
＋ 3/4免除月数×

�



 + 1/2免除月数×




	
＋ 1/4免除月数×

�



B（国庫負担が1/2の期間︓平成21年４月以降）

＝全額免除月数×
�



＋ 3/4免除月数×

�

�
 + 1/2免除月数×

	

�
＋ 1/4免除月数×

�

�
（令和4年度価格）

＊１ヵ月の付加保険料＝400円
付加年⾦＝200円×付加保険料納付済月数 ＊第1号被保険者のみが対象
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厚生年⾦の額

（1）夫婦の年⾦受給形態

＜サラリーマンの夫と専業主婦の場合＞ 

 

特別支給の老齢厚生年金  

 
60 歳            65 歳   67 歳 

報酬比例部分 老齢厚生年金 
 

（定額部分） 
経過的加算 
老齢基礎年金 

（加給年金） 加給年金 
配偶者 65 歳     

 振替加算 
老齢基礎年金 

 

夫 

 
     

妻 
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厚生年⾦の額

(2)特別支給の⽼齢厚生年⾦額の計算
○ 要件 ⽼齢基礎年⾦の受給要件を満たし、かつ厚生年⾦に１年以上加入

報酬⽐例部分
◆本来水準

年⾦額＝(①平成15年３⽉以前の被保険者期間分＋②平成15年４⽉以降の被保険者期間分) 
①平均標準報酬⽉額×⽣年⽉⽇による乗率[（9.5〜7.125）／1000] ×被保険者期間の⽉数
②平均標準報酬額×⽣年⽉⽇による乗率[（7.308〜5.481）／1000]×被保険者期間の⽉数

※平均標準報酬⽉額 ＝ 平成１５年３⽉までの標準報酬⽉額の合計額
平成１５年３⽉までの被保険者⽉数

※平均標準報酬額 ＝ 平成１５年４⽉以降の標準報酬⽉額の合計 ＋ 平⽣１５年４⽉以降の標準賞与額の合計
平成１５年４⽉以後の被保険者⽉数

＊いずれも再評価率による調整あり
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令和4年度 年金早見表
老齢基礎年金額＝ 加給年金＝  3人目の子74,600 中高齢寡婦加算＝ 583,400 （単位：円）

振替 定額上限

加算額
（年額）

月数

報酬
比例

定額
部分

報酬
比例

定額
部分

/1000
～2003.3

/1000
2003.4～

/1000
～2003.3

/1000
2003.4～

T15.4.1以前 583,400

T15.4.2～Ｓ2.4.1 21年 20年 15年 25年 223,800 420月 1.875 10.00 7.692 9.500 7.308 223,800 583,400

Ｓ2.4.2～S3.4.1 22年 〃 〃 26年 217,757 〃 1.817 9.86 7.585 9.367 7.205 〃 553,485

Ｓ3.4.2～Ｓ4.4.1 23年 〃 〃 27年 211,939 〃 1.761 9.72 7.477 9.234 7.103 〃 525,785

Ｓ4.4.2～Ｓ5.4.1 24年 〃 〃 28年 205,896 432月 1.707 9.58 7.369 9.101 7.001 〃 500,064

S5.4.2～Ｓ6.4.1 25年 〃 〃 29年 199,853 〃 1.654 9.44 7.262 8.968 6.898 〃 476,117

Ｓ6.4.2～Ｓ7.4.1 〃 〃 〃 30年 194,035 〃 1.603 9.31 7.162 8.845 6.804 〃 453,767

Ｓ7.4.2～Ｓ8.4.1 〃 〃 〃 31年 187,992 〃 1.553 9.17 7.054 8.712 6.702 〃 432,858

Ｓ8.4.2～Ｓ9.4.1 〃 〃 〃 32年 181,949 〃 1.505 9.04 6.954 8.588 6.606 〃 413,256

S9.4.2～Sl0.4.1 〃 〃 〃 33年 176,131 444月 1.458 8.91 6.854 8.465 6.512 256,900 394,842

Sl0.4.2～S11.4.1 〃 〃 〃 34年 170,088 〃 1.413 8.79 6.762 8.351 6.424 〃 377,512

S11.4.2～S12.4.1 〃 〃 〃 35年 164,045 〃 1.369 8.66 6.662 8.227 6.328 〃 361,171

S11.4.2～S12.4.1 〃 〃 〃 36年 158,227 〃 1.327 8.54 6.569 8.113 6.241 〃 345,739

S13.4.2～S14.4.1 〃 〃 〃 37年 152,184 〃 1.286 8.41 6.469 7.990 6.146 〃 331,141

S14.4.2～S15.4.1 〃 〃 〃 38年 146,141 〃 1.246 8.29 6.377 7.876 6.058 〃 317,311

S15.4.2～S16.4.1 〃 〃 〃 39年 140,323 〃 1.208 8.18 6.292 7.771 5.978 289,800 304,190

S16.4.2～S17.4.1 〃 〃 〃 40年 134,280 60歳 61歳 〃 1.170 8.06 6.200 7.657 5.890 322,900 291,725

S17.4.2～S18.4.1 〃 〃 〃 〃 128,237 〃 〃 〃 1.134 7.94 6.108 7.543 5.802 355,900 272,280

S18.4.2～S19.4.1 〃 〃 〃 〃 122,419 〃 62歳 〃 1.099 7.83 6.023 7.439 5.722 388,900 252,835

S19.4.2～S20.4.1 〃 〃 〃 〃 116,376 〃 〃 456 1.065 7.72 5.938 7.334 5.642 〃 233,390

S20.4.2～S21.4.1 〃 〃 〃 〃 110,333 〃 63歳 468 1.032 7.61 5.854 7.230 5.562 〃 213,945

S21.4.2～S22.4.1 〃 〃 〃 〃 104,515 〃 〃 60歳 61歳 480 1.000 7.50 5.769 7.125 5.481 〃 194,500

S22.4.2～S23.4.1 〃 〃 16年 〃 98,472 〃 64歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 175,055

S23.4.2～S24.4.1 〃 〃 17年 〃 92,429 〃 〃 〃 62歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 155,610

S24.4.2～S25.4.1 〃 〃 18年 〃 86,611 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 136,165

S25.4.2～S26.4.1 〃 〃 19年 〃 80,568 〃 一 〃 63歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 116,720

S26.4.2～S27.4.1 〃 〃 20年 〃 74,525 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 97,275

S27.4.2～S28.4.1 〃 21年 一 〃 68,707 〃 一 〃 64歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 77,830

S28.4.2～S29.4.1 〃 22年 一 〃 62,664 61歳 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 58,385

S29.4.2～S30.4.1 〃 23年 一 〃 56,621 〃 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 38,940

S30.4.2～S31.4.1 〃 24年 一 〃 50,803 62歳 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 19,495

S31.4.2～S32.4.1 〃 25年 一 〃 44,760 〃 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S32.4.2～S33.4.1 〃 〃 一 〃 38,717 63歳 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S33.4.2～S34.4.1 〃 〃 一 〃 32,899 〃 一 61歳 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S34.4.2～S35.4.1 〃 〃 一 〃 26,856 64歳 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S35.4.2～S36.4.1 〃 〃 一 〃 20,813 〃 一 62歳 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S36.4.2～S37.4.1 〃 〃 一 〃 14,995 65歳 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S37.4.2～S38.4.1 〃 〃 一 〃 14,995 〃 一 63歳 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S38.4.2～S39.4.1 〃 〃 一 〃 14,995 〃 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S39.4.2～S40.4.1 〃 〃 一 〃 14,995 〃 一 64歳 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S40.4.2～S41.4.1 〃 〃 一 〃 14,995 〃 一 〃 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

S41.4.2以降 〃 〃 一 〃 一 〃 一 65歳 一 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 一

F GA B C D E I J L M

223,800

NK O

生年月日
国民
年金
と合
せた
期間

厚生
共済
を合
せた
期間

厚生
の中
高齢
の特
例*

加 入
可 能
年数

男子の支
給開始年

齢

女子の
支給開始

年齢

定 額 単
価乗率

報酬比例
旧乗率

報酬比例
新乗率

加給
年金額
(年額)

経過的寡
婦加算額
(年額)

H

   旧制度の老齢年金または通算老齢年金が支給される。

60歳 55歳

報酬比例
新乗率

報酬比例
旧乗率

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 56歳

〃 〃

〃 57歳

〃 〃

〃

〃

〃

777,800

〃 60歳

〃

〃

〃 59歳

〃 〃

〃 58歳

〃 〃
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厚生年⾦の額

（3）特別支給の⽼齢厚生年⾦額の計算
◆加給年⾦額

＜要件＞
①厚⽣年⾦に原則20年以上加⼊し、

定額部分の受給開始時、 または65歳時から受給となる。

②65歳前の配偶者または子の収⼊が850万円未満。

③夫婦ともに加給年⾦の要件を満たすと、夫婦ともに加給年⾦が
支給停止となる。

・子としての年齢の上限は、18歳になった後の最初の年度末（３⽉31⽇）、
または障害（１〜２級）のある場合は20歳未満の子
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厚生年⾦の額

(4)特別支給の⽼齢厚生年⾦額の計算
◆加給年⾦額

＜加給年⾦額＞ 配偶者及び子の数に応じた⾦額
・加給年⾦対象配偶者については別途特別加算あり

（令和4年度価格）

（※）⽣年⽉⽇に応じて、配偶者の加給年⾦額に特別加算あり。

対象者 加給年⾦額 年齢制限

配偶者 223,800円 ６５歳未満であること
（⼤正１５年４⽉１⽇以前に⽣まれた配偶者には制限なし）

1人目・2人目の子 各223,800円 １８歳到達年度の末⽇までの間の子
または１級・２級の障害の状態にある２０歳未満の子

3人目以降の子 各74,600円 １８歳到達年度の末⽇までの間の子
または１級・２級の障害の状態にある２０歳未満の子
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厚生年⾦の額

（5）特別支給の⽼齢厚生年⾦額の計算
◆配偶者加給年⾦額

（令和4年度価格）

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年⾦額の合計額＊

昭和9年4⽉2⽇〜昭和15年4⽉1⽇ 33,100円 256,900円

昭和15年4⽉2⽇〜昭和16年4⽉1⽇ 66,000円 289,800円

昭和16年4⽉2⽇〜昭和17年4⽉1⽇ 99,100円 322,900円

昭和17年4⽉2⽇〜昭和18年4⽉1⽇ 132,100円 355,900円

昭和18年4⽉2⽇以後 165,100円 388,900円

＊加給年⾦額︓223,800円に加算
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厚生年⾦の額

（6）65歳からの年⾦額 1ヵ月以上加入

ａ.⽼齢基礎年⾦

ｂ.⽼齢厚⽣年⾦(＝報酬⽐例部分)

ｃ.経過的加算額（定額部分－⽼齢基礎年⾦）

(1,621円×⽣年⽉⽇に応じた率×被保険者⽉数)－⽼齢基礎年⾦

ｄ.加給年⾦額

ｅ.65歳からの年⾦額

65歳からの年⾦＝ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ
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厚生年⾦の額

（7）夫婦の年⾦受給形態

＜サラリーマンの夫と専業主婦の場合＞ 

 

特別支給の老齢厚生年金  

 
60 歳            65 歳   67 歳 

報酬比例部分 老齢厚生年金 
 

（定額部分） 
経過的加算 
老齢基礎年金 

（加給年金） 加給年金 
配偶者 65 歳     

 振替加算 
老齢基礎年金 

 

夫 

 
     

妻 
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厚生年⾦の額
（8）60歳から64歳までの在職⽼齢年⾦の計算式（低在⽼）令和4年3月まで
基本⽉額＝年⾦額（加給年⾦額を除く）× �

�


総報酬⽉額相当額※と基本⽉額の合計が28万円以下

総報酬⽉額相当額※と基本⽉額の合計が28万円超

ス
タ
ー
ト

全額支給

総報酬⽉額相当額※
が47万円以下

総報酬⽉額相当額※
が47万円超

基本⽉額の合
計
が28万円以下
基本⽉額の合
計
が28万円超
基本⽉額の合
計
が28万円以下

基本⽉額の合
計
が28万円超

基本⽉額 －（総報酬⽉額相当額 ＋ 基本⽉額 － 28万円）×
�




基本⽉額 －（総報酬⽉額相当額 × �



 ）

基本⽉額 －（総報酬⽉額相当額 ＋ 基本⽉額 － 28万円）×
�




－ （総報酬⽉額相当額 － 47万円）

基本⽉額 －（47万円 × �



 ）

－（総報酬⽉額相当額 － 47万円）
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厚生年⾦の額
（9）65歳からの在職⽼齢年⾦の計算式（⾼在⽼）令和4年4月から60歳以上

◆⽼齢厚⽣年⾦⽉額（加給年⾦と経過的加算を除く）…Ａ
◆総報酬⽉額相当額※ …Ｂ

※ 総報酬月額相当額とは、
「給与（標準報酬⽉額）」と「直前1年間のボーナス（標準賞与額︓1回の上限額150万円）の総額を

12で除した額 」との合計。
（65歳未満の特別支給の⽼齢厚⽣年⾦においても令和4年4⽉から同様の計算⽅法に変更となる)

①ＡとＢとの合計が47万円以下 → 全額支給

②ＡとＢが47万円超
→ （Ａ－A+B−47万円

�
）＋経過的加算 ＋ ⽼齢基礎年⾦

➤厚⽣年⾦保険料の納付は原則７０歳までとなる。
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厚生年⾦の額

（10）失業等給付「基本⼿当」と「特別支給の⽼齢厚生年⾦」の併給調整

特別支給の⽼齢厚生年⾦を受給中に、基本⼿当を受給すると、
特別支給の⽼齢厚生年⾦は全額支給停止
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◆ ⾼年齢雇⽤継続給付の概要
1.⾼年齢雇⽤継続給付

①⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦
②⾼年齢再就職給付⾦

2.⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦
(1) 支給対象者

60歳以上65歳未満の雇⽤保険被保険者であって、各暦月（＝支給対象月）の賃⾦額が
60歳到達時の賃⾦月額の低下率が75％未満の状態で雇⽤されている者。
ただし、被保険者であった期間が５年以上であることが必要。

低下率（Ｘ）＝ 支給対象⽉の賃⾦（６０歳以降の賃⾦）
６０歳到達時の賃⾦⽉額 ×100

(小数点以下第３位を四捨五⼊)
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2.⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦
(1) 支給対象額

① 低下率が61％未満の時
支給額 ＝ ６０歳以降の支給対象月の賃⾦×15％ (小数点以下切捨)

② 低下率が61％以上75％未満の時
ｲ）支給率（Ｙ）＝ ���	� � �	,�
�


��
× ���

�
(小数点以下第３位を四捨五⼊)

ﾛ）支給額 ＝ ６０歳以降の支給対象月の賃⾦×Ｙ× �

���
(小数点以下切捨)

(注)賃⾦額と上の計算式による支給額の合計の上限は364,595円 (令和4年８⽉現在)

(2) 支給期間
60歳に到達した月から65歳に達する月まで。
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3．⾼年齢再就職給付⾦
（２）支給額

⾼年齢雇⽤継続基本給付⾦と同様

(３) 支給期間

＊被保険者が65歳に達した⽉までの支給となる。

失業給付（基本⼿当）の支給残日数 支給期間

100日以上200日未満 １年間

200日以上 ２年間
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4-1．⾼年齢雇⽤継続給付と⽼齢厚生年⾦(特別支給の⽼齢厚生年⾦)を
受給する場合の規定

65歳未満の厚生年⾦の被保険者が､⽼齢厚生年⾦(特別支給の⽼齢厚生年⾦)を受給する
場合､標準報酬月額の最⾼6％の年⾦が支給停止｡

① 標準報酬月額がみなし賃⾦月額の61％未満であるとき

調整額＝標準報酬月額× �

���

② 標準報酬月額がみなし賃⾦月額の61％以上75％未満であるとき
調整額＝標準報酬月額×調整率（％）

調整率（％）＝ ���	���	,�
�


��
× ���

�
× �

��

Ｘ（％）＝みなし賃⾦⽉額に対する支給対象⽉の賃⾦の割合（％）
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4-2．⾼年齢雇⽤継続給付と⽼齢厚生年⾦(特別支給の⽼齢厚生年⾦)を
受給する場合の規定

③ 標準報酬月額と⾼年齢雇⽤継続給付との合計額が支給限度額を超えるとき

調整額＝（支給限度額－標準報酬月額）× �

��

＊①〜③による調整額が在職⽼齢年⾦による
調整後の年⾦支給額（加給年⾦額を除く）を超える場合は、
年⾦は全額が支給停止となる。
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4-3．⾼年齢雇⽤継続給付と⽼齢厚生年⾦(特別支給の⽼齢厚生年⾦)を
受給する場合の規定

＜60歳代前半の受給パターン＞
①年⾦月額10万円

◇給与＝標準報酬⽉額

60歳 64歳
▼ ▼

65歳
▼

②給与
（40万円）

＊22万円×6%＝13,200円

⑦
在職⽼齢年⾦
(8万円→10万円）

⑥併給による減額（△13,200円＊）

⑧受取合計額
(改正前)

319,800円

  （改正後）
   339,800円

⑤在職⽼齢年⾦（減額後）
（66,800円→86,800円）

④⾼年齢雇⽤継続給付（33,000円）

③給与（22万円）
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令和4年10⽉から士業の個人事業所
の
社会保険の加⼊が必要
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在職定時改定の導⼊
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納付済期間 倍率Ⓐ ⾦額
6⽉以上12⽉未満 6 49,770円

12⽉以上18⽉未満 12 99,540円
18⽉以上24⽉未満 18 149,310円
24⽉以上30⽉未満 24 199,080円
30⽉以上36⽉未満 30 248,850円
36⽉以上42⽉未満 36 298,620円
42⽉以上48⽉未満 42 348,390円
48⽉以上54⽉未満 48 398,160円
54⽉以上60⽉未満 54 447,930円
60⽉以上 60 497,700円
＊1か⽉の保険料＝16,590円

＜国⺠年⾦の脱退一時⾦の⾦額＞
最後に保険料を納付した⽉が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に⽤いる数Ⓐ

被保険者であった期間 倍率Ⓑ 支給率
6⽉以上12⽉未満 6 0.5

12⽉以上18⽉未満 12 1.1

18⽉以上24⽉未満 18 1.6

24⽉以上30⽉未満 24 2.2

30⽉以上36⽉未満 30 2.7

36⽉以上42⽉未満 36 3.3

42⽉以上48⽉未満 42 3.8

48⽉以上54⽉未満 48 4.4

54⽉以上60⽉未満 54 4.9

60⽉以上 60 5.5
（最終⽉が2022年（令和4年)4⽉現在 ＊保険料率＝18.3％）

＜厚⽣年⾦の脱退一時⾦の⾦額＞
被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率（保険料率×2分の1×支給率計算に⽤いる数Ⓑ）

国⺠年⾦ （令和4年） 厚⽣年⾦

脱退一時⾦制度の⾒直し（令和3年4⽉施⾏）

支給上限年数の引き上げ 3年から5年に拡⼤
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年⾦担保貸付事業の廃止

♦年⾦担保貸付制度・労災年⾦担保貸付制度は、令和2年の年⾦制度の
法律改正により、令和4年3⽉31⽇をもって申込の受付を終了。

♦令和４年３⽉末の時点で借⼊額が残っている場合でも、その返済期間
及び返済⽅法は従来と全く同様。繰り上げて返済する必要なし。
返済が困難となった場合の条件緩和措置も引き続き利⽤可能

♦家計に関する支援が必要な場合は住まいの地域の⾃⽴相談支援機関が対応。
必要に応じて社会福祉協議会が実施する「⽣活福祉資⾦貸付制度｣(利⽤
要件あり)の支援制度の利⽤が可能
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確定拠出年金と確定給付企業年金の比較

（小規模企業共済等掛金控除）





確定拠出年金の給付



制度間の年金資産の移換（ポータビリティ）の改善
（2022年5月1日施行）



年金資産お持ち運び（ポータビリティ）の可否



iDeCoの加入可能年齢の拡大（2022年5月1日施行）





企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和（2022年10月1日施行）









（2024年12月１日施行）

iDeCoの拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映
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年⾦⼿続き

(1)年⾦請求の時期
・原則として誕生月の3カ月前に年⾦請求書が送付
・必要書類を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日

以降から提出可能

(2)⼿続から振込みまでの期間
・3カ月前後
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(3)年⾦請求時の必要書類

①年⾦請求書
➁マイナンバー（個人番号）・年⾦⼿帳(厚生年⾦被保険者証)
③⼾籍謄本
④住⺠票
⑤配偶者の(非)課税証明書
⑥雇⽤保険被保険者証のコピー 等

＊マイナンバー（個人番号）の提出により住⺠票や配偶者の(非)課税証明書などの省略が可能
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(4)年⾦請求書の提出先
国⺠年⾦（自営業等） ・・・・・・・・ 市町村役場
厚生年⾦（サラリーマン等） ・・・・・ 年⾦事務所

年⾦を受け取ろうとする人 書類の提出先

最後が厚⽣年⾦（共済組合）の被保険者（組
合員）であった人

最後に被保険者として使⽤されていた事業所
(在職中の場合は、原則として使⽤されてい
る事業所)を管轄する年⾦事務所または共済
組合

国⺠年⾦のみの人
①住所地の市区町村役場
②ただし、第3号被保険者期間がある場合は

住所地の年⾦事務所等

＊最寄の年⾦事務所または郵送等への提出も可。

注意点︓妻(60歳前)の国⺠年⾦保険料納付の⼿続


